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令和６年度介護報酬改定にかかる集団指導

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
の提出にあたっての注意事項

１．提出書類

① 介護給付費算定届連絡先
②（別紙２）介護給費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
③（別紙１）介護給費費算定に係る体制等状況一覧
④（別紙１－２）介護給付費算定に係る体制等状況一覧（介護予防サービス用）
⑤ 各サービスの「介護報酬算定に係る体制等に関する届出の手続き」に記載する添付書類

※⑤において、現在算定されている加算を引き続き算定する場合の届出は、
提出不要とします。（ただし、算定要件が変更となる加算は届出必要）



令和６年度介護報酬改定にかかる集団指導

②
①



令和６年度介護報酬改定にかかる集団指導

③



令和６年度介護報酬改定にかかる集団指導④
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□ １　１級地 □ ６　２級地 □ ７　３級地 □ ２　４級地

□ ３　５級地 □ ４　６級地 □ ９　７級地 □ ５　その他

夜間勤務条件基準 □ １ 基準型 □ ６ 減算型 □ １　なし □ １　なし

職員の欠員による減算の状況 □ １ なし □ ２ 看護職員 □ ３ 介護職員 □ ２　あり □ ２　あり

ユニットケア体制 □ １ 対応不可 □ ２ 対応可

高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

生活相談員配置等加算 □ １ なし □ ２ あり

生活機能向上連携加算 □ １ なし □ ３ 加算Ⅰ □ ２ 加算Ⅱ

機能訓練指導体制 □ １ なし □ ２ あり

個別機能訓練体制 □ １ なし □ ２ あり

□ １　単独型 若年性認知症利用者受入加算 □ １ なし □ ２ あり

□ 24 介護予防短期入所生活介護 □ ２　併設型・空床型 送迎体制 □ １ 対応不可 □ ２ 対応可

□ ３　単独型ユニット型 口腔連携強化加算 □ １ なし □ ２ あり

□ ４　併設型・空床型ユニット型 療養食加算 □ １ なし □ ２ あり

認知症専門ケア加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

生産性向上推進体制加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 □ １ なし □ ６ 加算Ⅰ □ ５ 加算Ⅱ □ ２ 加算Ⅲ

介護職員等特定処遇改善加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

介護職員等ベースアップ等支援加算 □ １ なし □ ２ あり

□ ７ 加算Ⅲ

併設本体施設における介護職員等特
定処遇改善加算Ⅰの届出状況

□ １ なし □ ２ あり

５ 加算Ⅱ □ ７ 加算Ⅲ

サービス提供体制強化加算
（併設型、空床型）

□ １ なし □ ６ 加算Ⅰ □ ５ 加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算
（単独型）

□ １ なし □ ６ 加算Ⅰ □

共生型サービスの提供
（短期入所事業所）

□ １ なし □ ２ あり

各サービス共通 地域区分

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス）

事 業 所 番 号

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引

※現時点でどちらの型の場合、届出が必要か
については、確定していません。届出方法が
確定次第、速やかにＨＰにて、ご連絡します。

全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）

施設・居住・通所系サービス



令和６年度介護報酬改定にかかる集団指導⑤ ※介護老人福祉施設の届出に必要な添付
書類一覧を一部抜粋して掲載しています。

内の書類を提出
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
の提出にあたっての注意事項

★添付書類として資格証の写しが必要な届出
⇒「標準様式１」の勤務体制および勤務形態一覧表を提出している場合、
資格証の写しは添付省略可。

★「標準様式１」の「資格」欄を確認しますので、
適切に記載してください。

☆勤務体制および勤務形態一覧表が必要な届出
⇒令和6年10月算定の体制届までは任意様式での書類提出可。
※令和6年11月算定以降の体制届は「標準様式１」を提出すること。

☆

★

※事業所・施設内では、必ず各職員の資格証の写し
を保管してください。
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２．提出期限等

①４月から算定する場合（現行加算・新加算ともに）

⇒全サービス：４月１日（月）（必着）
※処遇改善計画書や体制届出は４月１５日（仮）までとなります。（後日案内あり）

③同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合でも、事業所（サービス）ごとに届出を
提出いただきますようお願いします。

※以下の場合については、複数サービスを１つの届出書に記載してください。
・指定介護老人福祉施設に併設されている短期入所生活介護事業所
・介護老人保健施設、介護医療院のみなし短期入所療養介護およびみなし通所リハビリテーション
・居宅サービスと同種類の介護予防サービス（例：訪問看護と介護予防訪問看護など）

②５月以降に算定する場合

⇒居宅サービス：算定月の前月１５日まで 施設サービス：算定月の１日まで
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３．提出先

事業所等の所在地 届出先

大津市 大津市長寿施設課

草津市・守山市・栗東市・野洲市 滋賀県医療福祉推進課

甲賀市・湖南市 甲賀健康福祉事務所

近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町 東近江健康福祉事務所

彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町 湖東健康福祉事務所

長浜市・米原市 湖北健康福祉事務所

高島市 高島健康福祉事務所

※ただし、県内（大津市内を除く）の 介護老人福祉施設（併設短期入所生活介護）・介護医療院
⇒滋賀県医療福祉推進課
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４．提出方法

なお、提出された後、補正の指示があった場合は、早急にご対応いただくようお願いします。

郵送もしくは持参

５．今後のおおまかなスケジュール

提出

～4月1日

（必着）

審査・確認

4月1日

～4月下旬

入力・確認

4月下旬

受理通知

送付

4月下旬～



令和６年度介護報酬改定にかかる集団指導

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
の提出にあたっての注意事項

６．その他留意事項

現在のところ、厚生労働省からは正式な介護給付費算定に関する体制等に係る届

出様式や添付書類が示されておりません。今回は、仮に提出期限までに厚生労働省

から届出様式が送付された場合でも、提出いただく届出書や添付様式は、今回の説

明（集団指導）の中でお示ししている資料で審査することとさせていただきます。

今後、届出方法や提出書類については、変更等が生じることがありますので、提出

の際は、必ずＨＰをご確認ください。


